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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　引戸に装着された錠箱内において、中央部をフロント板の近傍における水平な第一支軸
の回りを回動自在に支承され、一端に、フロント板から振り出て他方の引戸のストライク
板と係合する鈎部を形成したカマと、このカマと一部重合する位置関係で上下方向に移動
可能に案内されたスライダとを有し、カマの他端部及びスライダの何れか一方に突設され
た係合ピン、及び他方に開口した案内長孔とを係合させて、スライダの上下方向の移動に
よってカマをフロント板から出し入れするようにしたものにおいて、カマに関しスライダ
とは反対側にフロント板に垂直な前後方向に延在する制御レバーを配設し、この制御レバ
ーの中央部を第一支軸と平行な第二支軸の回りを回動可能に支承すると共に、制御レバー
のフロント板に近い方の前部をカマに近接する方向に付勢し、一方、スライダの制御レバ
ーに最も近い部分の後方にストッパーを、カマの外縁に第一係合部を夫々形成し、他方、
制御レバー前端のカマに対向する部分に第二係合部を、後端のストッパーの移動軌跡と交
差する部分に係止段部を夫々形成し、カマの施錠方向の回動時その外縁が制御レバーの前
端部を付勢力に抗してカマから離間する方向に押圧するようにその形状を設定し、もって
前傾した制御レバーの後方をストッパーが通過できるようにし、また、施錠時、上下方向
において第一支軸及び第二支軸の間にある第二係合部に第一係合部を前方から係合可能に
臨ませると共に、スライダのストッパーを制御レバーの係止段部に係合させるようにし、
以て、カマを錠箱内に押込もうとする力を、上記第一及び第二係合部の係合及び制御レバ
ーを介してストッパーに衝止させるようにしたことを特徴とする引戸用施錠機構。



(2) JP 4222684 B2 2009.2.12

10

20

30

40

50

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、引戸用施錠機構に係り、特に、施錠時カマを錠箱内に押し戻すことを防止で
きる新規な引戸用施錠機構に関する。
【０００２】
【従来の技術】
引戸用施錠機構は、通常、カマと称する鈎状の部材を一方の引戸に装着された錠箱のフロ
ント板から振出し、他方の引戸のストライク板に引っ掛けるように構成されている。
【０００３】
上記カマは、簡単な構造の引戸用施錠機構においては、室内側から操作される摘みに連動
して上下動するスライダによって錠箱のフロント板から出し入れされる。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、一般に機構は可逆的であるから、例えばこの引戸用施錠機構の摘みを施錠
方向に駆動してカマをフロント板から振出し、カマを相手方の引戸のストライク板に引っ
掛けたとしても、何等かの手段により逆にカマを錠箱内に回し戻せば、このカマの動きに
連動してスライダが解錠方向に戻り、結果として解錠されてしまい、錠前として役に立た
ない場合がある。
【０００５】
この発明は、一旦振出したカマを外側からは錠箱内に戻すことができない引戸用施錠機構
を提供し、もって引戸用施錠機構の安全性を向上させることを目的としている。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　　上記の目的を達成するため、この発明は、引戸に装着された錠箱内において、中央部
をフロント板の近傍における水平な第一支軸の回りを回動自在に支承され、一端に、フロ
ント板から振り出て他方の引戸のストライク板と係合する鈎部を形成したカマと、このカ
マと一部重合する位置関係で上下方向に移動可能に案内されたスライダとを有し、カマの
他端部及びスライダの何れか一方に突設された係合ピン、及び他方に開口した案内長孔と
を係合させて、スライダの上下方向の移動によってカマをフロント板から出し入れするよ
うにしたものにおいて、カマに関しスライダとは反対側にフロント板に垂直な前後方向に
延在する制御レバーを配設し、この制御レバーの中央部を第一支軸と平行な第二支軸の回
りを回動可能に支承すると共に、制御レバーのフロント板に近い方の前部をカマに近接す
る方向に付勢し、一方、スライダの制御レバーに最も近い部分の後方にストッパーを、カ
マの外縁に第一係合部を夫々形成し、他方、制御レバー前端のカマに対向する部分に第二
係合部を、後端のストッパーの移動軌跡と交差する部分に係止段部を夫々形成し、カマの
施錠方向の回動時その外縁が制御レバーの前端部を付勢力に抗してカマから離間する方向
に押圧するようにその形状を設定し、もって前傾した制御レバーの後方をストッパーが通
過できるようにし、また、施錠時、上下方向において第一支軸及び第二支軸の間にある第
二係合部に第一係合部を前方から係合可能に臨ませると共に、スライダのストッパーを制
御レバーの係止段部に係合させるようにし、以て、カマを錠箱内に押込もうとする力を、
上記第一及び第二係合部の係合及び制御レバーを介してストッパーに衝止させるようにし
たことを特徴とする。
【０００７】
【実施例】
　以下、この発明の一実施例を図面を参照して説明する。
　図１及び図２において符号１は錠箱を示し、この錠箱１は図示しない引戸の一方の框に
装着される。
【０００８】
この錠箱１内には、カマ２がフロント板３の近傍に設けられた水平な第一支軸４の回りを
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回動可能に支承されている。
【０００９】
このカマ２の一端（図２で下端）には、フロント板３の開口から振り出て他方の引戸（図
示せず）のストライク板と係合する鈎部５が形成されている。
【００１０】
ちなみに、このカマ２は、プレスにより図２に示すような形状に打ち抜いた板材を重合し
、例えばスポット溶接により一体に結合する。
【００１１】
このカマ２の図２における手前側に、カマ２と一部重合する位置関係でスライダ６が配設
され、上下方向に移動可能に案内されている。
【００１２】
このスライダ６の室内側の後端縁下端部には係合片６ａが一体に突設されており、この係
合片６ａは錠箱１の背面に形成された縦長いスリット１ａを挿通して錠箱外に突出してい
る。
【００１３】
そして、上記スライダ６は、係合片６ａ、及び室内側に設けられた図示しない操作摘みを
介して、人の手指により上下方向に駆動される。
【００１４】
一方、上記カマ２の他端には係合ピン７が図２で手前側に突設されており、この係合ピン
７に対応して、スライダの下端部には、フロント板に垂直な前後方向（図２で左右方向）
に長い案内長孔８が開口している。
【００１５】
そして、カマ２及びスライダ６は、これら傾向ピン７の係合により相互に一体的に連係さ
れ、スライダが下降すると（図示せず）、カマ２が第一支軸４の回りを時計方向に回動し
、その鈎部５がフロント板から振り出て（図２鎖線参照）相手方の引戸のストライク板と
係合する。
【００１６】
なお、錠箱１内の上隅部には中央にループを形成した開脚ばね９が配設されており、この
開脚ばね９の一端は錠箱１内に固定されたばね掛けピン１１に、他端はスライダ６の上端
前方に形成された付番しない折曲げ部に夫々巻き掛けられている。
【００１７】
したがって、スライダ６が下降するとき、開脚ばね９の両端が上下方向において同じ位置
になるまで、換言すれば開脚ばね９の両端の間隔が最小になるまで、開脚ばね９はスライ
ダを上方に押上げる方向に力を及ぼす。
【００１８】
しかし、それ以降は、開脚ばね９はそれまで蓄えた弾性エネルギーによる弾力をスライダ
６を下降させる方向に及ぼす。
【００１９】
したがって、摘みを押し下げるとき、或いは逆に押上げるとき、最初のストロークでは摘
みに抵抗があり、後半のストロークでは逆に摘みが軽くなって一種のクリック感が生じる
。しかしながら、この開脚ばねは本発明の必須の構成要件ではない。
【００２０】
他方、図２に示すように、カマ２に関しスライダ６とは反対方向、すなわち下方には、前
後方向に延在する制御レバー１２が配設されている。
【００２１】
この制御レバー１２は、中央部を前記第一支軸４に平行な第二支軸１３の回りを回動可能
に支承されると共に、圧縮コイルばねとしての制御ばね１４の弾力により、制御レバー１
２の前部をカマ２に近接する方向に、すなわち図２で時計方向に付勢している。
【００２２】
一方、前記スライダ６の後端縁下端部は図２で向こう側に切り起こされてストッパー１５
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が形成されている。
【００２３】
他方、カマ２の鈎部５に連なる円弧部２ａの終端には、突部としての第一係合部１６が形
成されている。
【００２４】
また、制御レバー１２の前端上部には凹部としての第二係合部１７が、上記ストッパー１
５の移動軌跡と交差する後端の下部には係止段部１８が夫々形成されている。
【００２５】
更にまた、制御レバー１２の上端縁の前方には突部１９が形成されており、カマ２の施錠
方向の回動時、その鈎部５に連なる円弧部２ａ及び第一係合部１６がこの突部１９を押動
して制御レバー１２を前傾させるので、スライダのストッパー１５が制御レバー１２の後
方を通過できる（図２乃至図５参照）。
【００２６】
また、カマ２の第一係合部１６から他端の係合ピン７にかけての外縁は少し凹んでおり、
そのため、カマの第一係合部１６が制御レバーの第二係合部１７に落込んだとき（図６及
び図７参照）、制御レバーの突部１９がこの凹みに係合するので、制御レバー１２は図で
時計方向に回動し、制御レバー１２の第二係合部１７は第二支軸１３よりかなり上方の位
置を占めるに致る。
【００２７】
なお、図２で符号２１はこの引戸用施錠機構の安全装置の探り杆を示し、この安全装置は
、引戸が完全に閉っていないときにはカマの鈎部５を振出せないようにしたものである。
【００２８】
すなわち、この探り杆２１は、探り杆ばね２２の弾力により前方に付勢されているが、図
２に示す解錠状態では、探り杆２１の後端部に突設された係合突起２３がスライダ６に形
成された係合段部２４と係合し、図示の錠箱内に引っ込んだ位置をとる。
【００２９】
引戸を施錠するためスライダ６を下降させると、上記係合突起２３と係合段部２４との係
合が外れ、以降、探り杆ばね２２の弾力により探り杆２１は前方に移動すると共に、係合
突起２３はスライダ６に形成された傾斜端縁２５に沿って相対的に上昇しようとする。
【００３０】
引戸が閉っているときには、移動する探り杆２１の先端が召し合わせとなる他方の框に当
接し、それ以上前方に移動しないので、その時点で探り杆２１とスライダ６との連係が断
たれ、スライダ６は自由に下降してカマ２が振出される。
【００３１】
一方、引戸が完全に閉っていないときには、探り杆２１は自由に前進し、その係合突起２
３が傾斜端縁２５の上端に形成されたストッパー段部２６と係合するので、スライダ６は
探り杆２１に係止されてそれ以上下降することができず、したがってカマ２を振出すこと
ができない。
【００３２】
この安全装置は、引戸が閉っていないときカマ２を振出すとカマが相手方の引戸と衝突す
るのでそれを防止するために設けられており、その構造は周知であるから更に詳細な説明
は省略する。
【００３３】
この発明の一実施例による引戸用施錠機構は上記のように構成されているので、引戸を完
全に閉めた状態で室内側の摘みを下ろし、図２に示す解錠位置からスライダ６を下降させ
ると、スライダの案内長孔８の開口端縁がカマ２の係合ピン７を駆動し、カマ２は時計方
向に回動して鈎部５をフロント板３から振出し始める。
【００３４】
解錠時には鈎部５の外端縁に弾圧されていた制御レバー１２は、やがてカマの円弧部２ａ
により更に前傾させられ、この前傾姿勢は図３に及び図４に示す状態、すなわち、スライ
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ダ６のストッパー１５が制御レバー１２の後方を摺り抜けて通過するまで保持される。
【００３５】
ストッパー１５が制御レバー１２の後方を通過すると、図５に示すように、カマの第一係
合部１６が制御レバー１２の突部１９との摺接点を前方に移動させつつ前進する。
【００３６】
第一係合部１６と制御レバー１２の突部１９との係合が外れると、図６に示すように、制
御レバー１２はカマ２からは自由になるが、後端の係止段部１８がスライダのストッパー
１５に係止されるので図６の角度位置をとる。
【００３７】
更にカマ２が時計方向に回動し、ストッパー１５が下降すると、図７に示すように、制御
レバーの突部１９がカマ２の凹みに入り込み、制御レバー１２はほぼ水平な角度位置をと
り、このときにはその第二係合部１７が第一支軸４と第二支軸１３との間にあることは前
記したとおりである。
【００３８】
図７に示す施錠状態では、カマ２の第一係合部１６が制御レバーの第２係合部に前方から
係合可能に臨んでおり、この状態で何等かの手段により鈎部５を錠箱内に引っ込めようと
すると、第一係合部１６と第二係合部１７との係合により制御レバー１２が時計方向に駆
動されるが、係止段部１８がストッパー１５に衝止されるので、カマ２を動かすことはで
きない。
【００３９】
一方、この施錠機構を解錠するには前記したようにスライダ６を上昇させるのだが、この
ときにはスライダと一体のストッパー１５が係止段部１８を下方から撥ね上げるようにし
て制御レバー１２を反時計方向に駆動するので（図５乃至図７参照）、このとき制御レバ
ーの第二係合部１７が下降してカマ２の第一係合部を自由にし、解錠が可能になる。
【００４０】
なお、図示の実施例ではカマ側の第一係合部１６を突部とし、制御レバー側の第二係合部
１７を凹部としたが、これは逆に第一係合部１６を凹部とし、第二係合部１７を突部とし
てもよいことは勿論である。
【００４１】
【発明の効果】
以上の説明から明らかなように、この発明は、施錠時錠箱のフロント板から振出される鈎
部を有するカマと、上下方向に移動可能に案内され、カマを出し入れするスライダを有す
る引戸用施錠機構において、カマに関しスライダとは反対側に、フロント板に垂直な前後
方向に延在し、中央部を第二支軸により揺動可能に支承された制御レバーを設け、施錠時
カマによって制御レバーを前傾させ、スライダの先端後方に設けられたストッパーを制御
レバーの後端をかすめるように通過させてその係止段部に下方から係合可能に臨ませると
共に、カマに形成された第一係合部を第二支軸より上方に位置する制御レバーの第二係合
部に前方から係合可能に臨ませたので、鈎部を錠箱内に押込もうとする力は制御レバーを
介してストッパーに衝止され、したがってカマを錠箱内に押し戻すことはできず、引戸の
施錠機構の安全性を向上させることができる、という所期の効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【図１】この発明の一実施例による引戸用施錠機構を内蔵した錠箱の平面図。
【図２】疎の一部断面側面図。
【図３】スライダの施錠方向の移動行程の終端付近の状態を示す線図で、図面を明瞭にす
るためスライダ本体等の図示を省略して示す。
【図４】スライダの施錠方向の移動行程の終端付近においてストッパーが制御レバーの後
方を通過する状態を示す線図で、図面を明瞭にするためスライダ本体等の図示を省略して
示す。
【図５】図４と同様の線図で、図４に示す状態よりも更にスライダが下降した状態を示す
。
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【図６】図５と同様の線図で、カマと制御レバーとの係合が解かれているが、後者の係止
段部がストッパーに乗り上がっている状態を示す。
【図７】図６と同様の線図で、施錠状態を示す。
【符号の説明】
１　錠箱
２　カマ
３　フロント板
４　第一支軸
５　鈎部
６　スライダ
７　係合ピン
８　案内長孔
１２　制御レバー
１３　第二支軸
１４　制御ばね
１５　ストッパー
１６　第一係合部
１７　第二係合部
１８　係止段部
１９　突部

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】
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